
(目 的)

第 1条

日奎匡
=歴

罰囲□□目甕ヨ田:IT:百□

の会の役員の報酬の基準について定めることを目的とする。

(報酬及び費用の支綸)

第2条 役員には、総会の承認を得て報酬を支綸することができる。

(1)支給する役員は、役員総数の 3分の 1以下とする。ただし、旅費等の実費は支綸することができる。

(2)報酬の額は月額とし、総会において決定した額とする。

(3)役員に就任した月から報酬を支綸することができる。

(4)役員が退任、又は死亡した場合には、その月分の報酬を支綸することができる。

第3条 (報目の支綸日)役員の報酬の支綸日は、毎月一定の定まった日に支払うものとする。

(報酬の支払い)役員の報酬は、その金額を通費で直接役員に支払うものとする。ただし、法令

又は規定に基づき役 員の報酬から控除すべきものがある場合には、その役員に支払うべき報酬の金額から、

その金額を 控餘して支払うものとする。

第 4条

(補則)

第5条 この規程の実施に関し必要な事項は 理事会において別に定める。



特定非営利活動法人希望の会 職員の給与に関する規定

(目 的)

第1条  この規定は、特定非営利活動法人希望の会 (以下「法人」という。)に勤務する職員の給与に関す

る事項を定めるものとする。

2 前項に定める職員とは、特定非営利活動法人希望の会 職員就業規定第 3条に規定する職員をいう。

(給与)

第2条  この規定において、職員の給与は、給料、通勤手当、超過勤務手当をいう。

(給料)

第3条  給料は、正規職員、臨時職員及びパー トタイマー職員ごとに定める。

(給与の支給)

第4条  給料の針算期間は、月の初日から末日までとする。

2 給料を支給する日は、翌月の 15日 とする。支給日が休日に当たるときは、その前日とする。

3 前項にかかわらず、職員が退職又は死亡したときは期日前に支給することができる。

(給料支給の始期)

第5条  新たに職員になつた者には、その当日から給料を支給する。

(給料支給の終期)

第6条  l職員が退職又は死亡したときは、その日まで日割りによつて支給する。

(休暇等の給与)

第7条  理事長が認めた休暇期間については、その間給料の全額を支給する。

(諸手当)

第8条  通勤手当、超過勤務手当等の支給額は別途定めるところによる。

(勤務 1時間当たりの給与額の算出)

第9条  勤務 1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を年間の暦日数から年間の運休日

の数及び年間の休日を控除した日数に8を乗じて得た数で除して得た数とする。

(旅費)

第10条 職員が出張した時は、旅費を支給する。



書式第 17号 (法第 55条関係)

54 2

法人名 特別非営利活動法人 希望の会 事 業 年 度 令和 2年 4月 1日 ～令和 3年 3月 31日

3 る した書類

1 資金に関する事:項|[①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

収益の源泉別の明細

金の明細

そ

金    額収 益 源 泉 の 内 訳

12,000円正会員受取会費

受取寄付金 1,729,106円

100,αЮ 円受取助成金

995,αЮ 円受取民間補助金

24円受取利息

円

円

円

円

円

円

彗■
口 :

△
日

円

円

　

円

2,836,“Ю円

な し

入 先借

円

円

円

円

円

金    額

円△
ロ 計

な し



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1) る

資産の貸付けに係る料金及び条件等

(3) に係る料金及び条件等

条  件  等譲 渡 資 産 の 内 容 料 金

円な し

円

円

円

円

円

円

円

円

料 金 条  件  等貸 付 資 産 の 内 容

円な し

円

円

円

円

円

円

円

円

料 金 条  件  等役 務 の 提 供 の 内 容

円な し

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
ロ と

(1) る の 5

(2)費用 る の 5

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

1,000,000円 受取寄附金

6∞,∞0円 受取寄附金

3(Ю ,α)0円 受取寄附金

100,∞0円 受取助成金

100,000円 受取寄附金

取 引 内 容 等氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額

660,∞0円 がん情報の動画作成費

経理業務396,000円

330,000円 日本胃癌学会との動画作成費

2“,943円 囲五覇亜藁翻

132,000円 クラウドサーパー

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



ロ け け

ハ

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4 寄附者'に関するi事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20 である の 並びにそ 日

5 給与の総額等に関す び当該職員に対する給与の総額に関する

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

0人 0円



支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した害附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に目する事項 くその金額が200万円以下の場合に限る。)[0200万 円以下の海外への送

金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日]

実  施  日 使 途 金   額

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 特定非営利活動法人 希望の会 チェッタ相

3運営細臓及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

{2}特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又朧根簿書類の備付け、取引の記

録及`び根椰書類の保存につしヽて青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

0主2)

各綱に》人脚 よ 第3表付表 1『役員の状況』から帽記してくださし、

③及叡3こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数饉を■載してくださしヽ

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

割 合

(④÷③

① ② ③ ④ ⑤

③ 令和2年 4月 1日～令和3年 3月 31日
8人 2人 25% 0人 0%

⑥ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

名確垣員C場避力機力S]熙争である ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

:まい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

:まい

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関Ю

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

e菫申D
・ 概日目喘けェック表 G膊詢 底 瓢梯

“

彙第1嘲」 [づく1‖:(役員細覇翻馴閣出日Dd瀬出期こおして も1田ほび添

付する必要があります。その場合、上記口̈ 必要はありません。

・ 田定の有効期間DI更新の申請に当たって:ム 法第闘彙第1項に基づく書類 (役員網目腸漏闘闘趾‖■順)に配載した事項について、

澤付を省略することができます。

上記を証する書類の名称とその内容等

′



はい

いいえ

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

:まい

いいえ

はい

しヽ えヽ

会計について公認会言1士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている しヽ えヽ

ょヽ塾〕ノ はい

しヽ えヽ

項
口
日 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申l請時

項
日
Ｈ ③ O ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無

′由、

有雙り 有 。無 有・無 有 。無 有。無 有・無 有 。無

ハ

第3表 (ソdD

(注菫中D
認定の有効醐閥D更新の申腑に当たって:ム 法第5彙第1項に基づく書類 鰯■躙目闘程簿提出書類):こ配載した事項について、改

めて配職する必要はありません。

国

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「C卜(D」 の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を1調載します。

第3表付表1「役員の閃殉 を記載して、口①」、「②」及

び 椰④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。 「上記を証する書類の名称とその内容

「上記を証する書類の名称とその内容等」相には、例え 等」相には証する書類の内容を文言のと

ば、「定款 (又は会貝D第○条に『各正会員の表決権は、平 おりに記載します。

と のように記載し

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みま・九 ① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「墜壼L
lこ二」≦⊇旦_1=」ヒ望遍ヒ自己旦」雪ロコ自菫菫愛査塾□S

i墜玉
=ユ

ニ
② 嘩網喘類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の「墜壼上茎型0上

上L盪1鎚二!主豊饉憂重墜翅」壺饉聾

なお、
“
③」から口①りについて:ム イに記載する各期間

(「③りから l①り)を示したもので九

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、口③日から輌①」についてlム イに記載する各期間

を示

○ 二において、「費途が明らかでないもの」と|よ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認|することができないも

のをいい、法人が名目に関わら
｀
す支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たりますも なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

___.._____________________¨ _________1



法人名 特定非営利活動法人 希望の会 ④ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 8人 人 人 人 人 人 人

2人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申清に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載 した事項につい

て、添付を省略することができます。

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑥ ◎ O ◎ ① 申講時
就任・選任

年月日

轟 浩美 理事 ○
平成 27年 3月 13日

就任

上山 雅之 理事 ○
平成28年 9月 1日 就

任

篠原 実 理事 ○
平成田年9月 1日 就

任

後藤 美恵子 理事 ○
平成

"年
6月 1日 就

任

砂田 孝行 理事 ○
平成30年 4月 1日 就
任

沖 真由香 理事 ○
平成∞年 4月 1日 就
任 令和2年 6月 10

日退任

轟  健太 理事 ○
平成∞年 4月 1日 就
任

官腰 美奈子 監事 ○
平成28年 4月 1日 就
任

荒川 靖 監事 ○
平成

"年
7月 1日 就

任



書式第9号 (お蟄第44条。51′卜・58条饗旧1系|)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

法 人 名 特定非営利活動法人 希望の会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

現金出納帳
エクセル使用
ルーズリーフ保管

随時 7年

預金出納帳
エクセル使用
ルーズリーフ保管

随時 7年

仕訳日記帳
エクセル使用

ルーズリーフ保管
随時 7年

総勘定元帳
エクセル使用

・

ルーズリーフ保管
年 1回 7年



法人名 特定非営利活動法人 希望の会 チェッタ欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動時を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又感給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の議濃等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補渚若しく|ま公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実錮出l定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ

ること

二 実額制定期間における受入寄附金総額の70%以上を1特定非営利活動の事業費|に充てていること

ロ

項 目 ◎ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申i請時

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動
有。③ 有・ 無 有 。無 有 。無 有 。無 有・ 無 有 。無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対す
・る活動

有・① 有・ 無 有 。無 有 。無 有 。無 有・ 無 有・無

有・ 無 有・ 無 有・ 無 有 。無

特定の公職の候補者若しく:ま公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反

対する活動

有・① 有 。無 有・ 無

項
日
【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申罰事寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の機凪 当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有。① 有。無 有。無 有・無 有・無 有 。無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が力配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有・〇 有。無 有。無 有。無 有・無 有。無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有・⑬ 有・無 有。無 有・無 有。無 有。無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有。① 有・無 有・無 有。無 有・無 有。無 有。無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表) (初葉)

∝菫いり

・

…

ェック豪

“

40」 眠 麟 5韓 1難

“

く鋼 lα旧 躊 嘲 田 口 の颯疇 ‐ ても饉

及び

"付
する●■があります。その嘔合、

…

ェック壺

"4壺
(凛串,1●翅Lこた00ロロ及び澤付0●■はありt

せん。
・ ロロ

`廂
lu田印0口腑0中腑

=当
たつては、産第5彙腑:■に出づく●菫 靱口自ロロロ鱚腱出書日)Iヨロ●したい暉こつい

て、

…

ることがヽ きます.

′



法人名 特定非営禾:蝉嗣孵払.希望の会 チェッタ欄

′
5 1次に掲げる:宙類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定飲等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に腋当しない旨を説明する:自類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した:書類

回
==図=コ

璽菱麗コ憂団日コ

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の餞濃等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

巨置EEヨ′ヽ

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合に:よ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

類闘陶瑚胴曜膚則 悧繁蘭鳳D等がある●舘ヨよ その細則 劇索麟風D等を澤付してくださし、

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業朝舗餞 財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:謝D
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、ゆ Ц 登記事項調明書の写D

ロ 各留勝こ基調鋼事に適合する旨を説明する書類、椰 に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員椰酬又国職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した1書類

① 収益笏庸調:い明紙 借|た鎌明鵬既
`泄

の〕贈」こ鳳ける1頭

② 資産の渡渡等に係る事業の料金、条件その他その内叡こ関する事項

③ 次に樹する鴫 ll蘇る斑 1鬼 関 1翻階弛 その熔 :こ貯 る頼
。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

。 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の百己偶者若しくは:ヨ滉等以内の親族又はこれらの者と」特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の規族又は役員と特殊の関係のある者で、当譲法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が
"万

円以上であるものに限る。)の略 並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当1諌職員に対する給与の関頃に関する事項

⑥ 支出した寄附金の顔詢酬こその相報 び支出年月日

⑦l海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び睫途並凛こその実施日

助成金の支給を行った場合に事後|こ調轄庁に提出した書類の写し

害澤騒事13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表)

∝菫申D
・ 目腱菫ロロ亭チエック表第5調ま、法第55条第1項に基づく1■順 (1則員申■崩層曇●腱出■朦D(劇腱出IH=1日臓及び添付する」舅ロ

があります。

・ 認定の有効醐間D更輌の申薔に当たつて:よ 添付0顔日まありません。



書式第 14号 (法第 44条・ 51条・ 58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人 希望の会

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表)

(滋申D
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員欄麟畑屋り腱出□順)の提出時に当たつて:よ 認定議率綺チェック表 (第6表及び第8表)

|ム 配載する必要はありません.

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつて:よ □定基準等チェック表 (第6表及び第8表)の記いの必要はありません。また、法

第55彙第1項に基づく書類 (役員報酬嗣租簿提出書類):=配職した事項について、1改めて配職する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により蘭轄庁に提出していること

チェッタ欄

特定非営利活動促進法第器条に規定する事業酷 書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑥ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 ・ 無 有 盤 有 ・ 無 有 ・ 無 有 無

7法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック相

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力V月.溢:を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第フコ :ム 法第5条第1項に基づく書類|(役員報酬観程簿提出書類)の提出時に配職及

び添付する必要があります。

③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 ⑬ 有 ・ 無 有 任 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



蔀 悌 15号 (法第44条・51条・58条関傷0

欠格事由チェック表

1

イ

ロ

ハ

役員のうち、次のいずれNこ目安当する者の有無

認定特定非浄日瞬諄助法人が認定を取り消された場合又:測剛躇認定特定非着莉1膳gttJJl鴫渤熙定

を取り消された場合において、その取消しの1原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特

定非営稲 動法人又は当翻 嘲 |1定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有・Q

禁錮以上の刑に処せられ、そα濤好子を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無
有。①

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法割 i奎阪 したことにより、罰金刑に処せらオ
′kそ硼関勲潔わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有・①

暴力団の構成員等の有無 有・

`お

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はいく

ltur 63 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞割α枷哺確藤 されているもの又は当腋滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はしく〔匹)

ロ
Li」

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、

(注 1)その他の事穫

"い

あ`る場合は、その他の事務所所在の滞的処分に係る納税証明書も添付すること

(注2)役員報酬規程等提出書には添付不要

5 国税に係る:重む口節脱又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 mヽ CI可

6 次のいずれNこ該当する法人

はい

ロ ヽ

:

法人名 1特定非営利活動法人 希望の会 チェッタ欄

′人は認定、 ができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに敵当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消
た場合において、その取消しの原因となつた事顔勁ltあつた日以前 1年内に当腋認定特定非営利活動法人又は当敵特

しの日から5年を経過しないもの
口 禁日以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進蟻着しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2“ 条等 臼 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は目税着しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 は2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
している法人

国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該潮納処分の終了の日から3年を経過しない法人
3
4

『

5
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力国の構成員等の統制下にある法人

ロ しない法人


